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第１条（名称）第１条（名称）第１条（名称）第１条（名称）    

本支部は、中央大学学員会信窓会東京支部（以下支部という）と称する。ただし、中央大

学学員会においては、中央大学学員会信窓会支部東京分会と称する。 

２  支部の事務所を東京に置く。 

 

第２条（目的）第２条（目的）第２条（目的）第２条（目的）    

支部は、中央大学学員会信窓会（以下本部という）と連携を密にし、支部員相互の親睦と

社会的・経済的地位の向上をはかり母校中央大学の興隆に寄与することを目的とする。 

 

第３条（事業）第３条（事業）第３条（事業）第３条（事業）    

前条の目的を達成するため次のことを行う 

一  本部の運営に対する協力 

二  会報および名簿の発行 

三  研究会・講演会および親睦会等の開催 

四  通信教育部学生に対する指導・援助 

五  支部員に対する慶弔 

六  本部役員の推薦 

七  その他必要と認められること 

 

第４条（支部員の資格）第４条（支部員の資格）第４条（支部員の資格）第４条（支部員の資格）    

支部員の資格は、中央大学法学部通信教育課程を卒業し、かつ東京都内に住所を有する者 

とする。 

 

４条の２（支部員）４条の２（支部員）４条の２（支部員）４条の２（支部員）    

支部員となるためには、支部員の資格を有する者が支部に加入する申し出をし、支部が加 

入申し出を受領しなければならない。支部が申し出を受領した時、支部員となる。ただし、 

平成 18 年 5 月 13 日現在、支部員である者は、引き続き支部員となる。 

２  前条の資格を有しない者であっても中央大学法学部通信教育課程に在籍した者、また 

は支部に関与した者を総会の承認を得て特別支部員とすることができる。 

３  支部員は、支部に脱退する申し出をし、支部が脱退申し出を受領した時、支部員の地 

位を失う。 

 

第５条（総会・臨時総会）第５条（総会・臨時総会）第５条（総会・臨時総会）第５条（総会・臨時総会）    

定時総会は、毎年一回開催し、臨時総会は役員会の決定による。 

２  総会は、支部長が招集する。 

３  総会の招集は、通知書により行う。ただし、本部・支部会報等の広告によることがで 

きる。 

４  総会の議長および副議長は、出席支部員の中からその過半数（委任状出席者を含む）

の議決により選出する。 

５  総会の議事は、出席支部員（委任状出席代議員を含む）の過半数によって決し、可否



同数のときは議長の決するところによる。ただし、支部規約の改正および関係規程の制定、 

改廃は出席支部員の３分の２以上の議決によらなければならない。 

６ 総会・臨時総会の議事の経過及びその結果については議事録を作成する 

②議事録には、議長及び当該総会・臨時総会を招集した支部長のほか議事録開始に先立っ

て議長から指名された議事録署名人２人が記名押印ないし署名することとする。 

③議事録の原本は、永久保存とし、総会・臨時総会後の支部長が保管して、次の支部長へ

引き継ぐものとする。 

 

第６条（総会の議決事項）第６条（総会の議決事項）第６条（総会の議決事項）第６条（総会の議決事項）    

次の事項は総会の議決を経るものとする。 

一  規約の改正および関係規程の綱定・改廃 

二  予算・決算の承認 

三  事業計画 

四  役員の選任・解任および顧問・相談役の委嘱・解任 

五  本部の代議員の選出。ただし、支部長は代議員となる 

六  その他重要な事項 

 

第７条第７条第７条第７条（役員）（役員）（役員）（役員）    

支部に次の役員を置く。 

一  支部長 一名 

二  副支部長 若干名 

三  幹事長 一名 

四  副幹事長 若干名 

五  幹事 若干名 

六  会計 二名以内 

七  会計監査 二名 

 

第８条第８条第８条第８条（（（（役員会役員会役員会役員会））））    

役員会は、支部長が招集する。 

２  役員会の議長は支部長とする。 

３  役員会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところに 

よる。 

 

第９条第９条第９条第９条（（（（役員の職務役員の職務役員の職務役員の職務））））    

支部長は、支部を代表し会務を掌理する。 

２  副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、代行する。 

３  幹事長は、業務を執行する。 

４  幹事は、幹事長を補佐し、担当の職務を行う。 

５  会計は、支部の経理を担当する。 

６  会計監査は、支部の会務および経理を監査する。 

 

第１０条第１０条第１０条第１０条（（（（役員の任期役員の任期役員の任期役員の任期））））    



役員の任期は一年とする。ただし、再選を妨げない。 

２  役員は、任期終了後であっても新役員が選任されるまでその職務を行う。 

 

第１１条第１１条第１１条第１１条（（（（委員会委員会委員会委員会））））    

支部は、必要に応じ委員会を設けることができる。 

２  委員及び委員長の選任・任期は役員会が定める。 

 

第１２条第１２条第１２条第１２条（（（（経費・会費経費・会費経費・会費経費・会費））））    

支部の年度会費の額については、総会の議決による。 

２  支部の経費は会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。 

 

第１３条第１３条第１３条第１３条（（（（会計年度会計年度会計年度会計年度））））    

支部の会計年度は一月一日から十二月三十一日とする。 

 

第１４条第１４条第１４条第１４条（（（（顧問・相談役顧問・相談役顧問・相談役顧問・相談役））））    

顧問・相談役は、支部発展に功労があったと認められる者の中から委嘱し、任期を２年と

する。ただし、再任を妨げない。 

２  顧問・相談役は、総会および役員会において意見を述べることができる。 

 

 

附則附則附則附則    

本規約は昭和三十八年六月二十九日制定 

昭和四十一年七月十八日一部改正 

昭和五十七年五月二十二日全面改正 

平成元年五月二十七日一部改正 

平成六年五月十五日一部改正 

平成十八年五月十三日一部改正 

平成二十二年四月二十四日一部改正 

平成二十四年四月二十八日一部改正 

平成二十九年二月二十六日一部改正 

 


